
個人情報ファイル簿

 
名称 源泉徴収票ファイル

 
行政機関等の名称 西脇市長

 個人情報ファイルが利用に

供される事務をつかさどる

組織の名称
総務部総務課

  
利用目的 

税務署提出用の源泉徴収票及び市区町村提出用の給与支払報

告書の作成に利用する。

 

記録項目

１個人番号、２氏名、３生年月日、４住所、５収入 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
記録範囲 個人番号（マイナンバー）連絡書を提出した者

 
記録情報の収集方法 本人からの申請

 要配慮個人情報が含まれる

ときは、その旨 含まない

 
記録情報の経常的提供先 行政機関、実施機関内部（税務課）

 
開示請求等を受理する組織

の名称及び所在地

（名称） 西脇市総務部総務課

 （所在地） 〒677-8511　西脇市下戸田128-１

 訂正及び利用停止に関する

他の法令の規定による特別

の手続等
―

 

個人情報ファイルの種別

☑法第60条第２項第１号 
　（電算処理ファイル）

□法第60条第２項第２号 
　（マニュアル処理ファイル）

 政令第21条第７項に該当する 
ファイル 
　　　　☑有　□無

 

備　　考

 
 
 
 



個人情報ファイル簿

 
名称 特別定額給付金申請者ファイル

 
行政機関等の名称 西脇市長

 個人情報ファイルが利用に

供される事務をつかさどる

組織の名称
総務部総務課

  
利用目的 特別定額給付金の給付のために利用する。

 

記録項目

１識別番号、２氏名、３性別、４生年月日・年齢、５住所、６ 
電話番号、７続柄、８家族状況、９口座情報 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
記録範囲 特別定額給付金申請書を提出した者

 
記録情報の収集方法 本人からの申請

 要配慮個人情報が含まれる

ときは、その旨 含まない

 
記録情報の経常的提供先 ―

 
開示請求等を受理する組織

の名称及び所在地

（名称） 西脇市総務部総務課

 （所在地） 〒677-8511　西脇市下戸田128-１

 訂正及び利用停止に関する

他の法令の規定による特別

の手続等
―

 

個人情報ファイルの種別

☑法第60条第２項第１号 
　（電算処理ファイル）

□法第60条第２項第２号 
　（マニュアル処理ファイル）

 政令第21条第７項に該当する 
ファイル 
　　　　□有　☑無

 

備　　考

 
西脇市特別定額給付金給付事業実施規程 
（令和３年３月31日失効） 
事業終了後５年間保存 



個人情報ファイル簿

 
名称 国勢調査員ファイル

 
行政機関等の名称 西脇市長

 個人情報ファイルが利用に

供される事務をつかさどる

組織の名称
総務部総務課

  
利用目的 叙勲・褒章事務を円滑に行うために利用する。

 

記録項目

１氏名、２生年月日、３行政区 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
記録範囲 国勢調査員（平成７年度以降）

 
記録情報の収集方法 誓約書から転記

 要配慮個人情報が含まれる

ときは、その旨 含まない

 
記録情報の経常的提供先 ―

 
開示請求等を受理する組織

の名称及び所在地

（名称） 西脇市総務部総務課

 （所在地） 〒677-8511　西脇市下戸田128-１

 訂正及び利用停止に関する

他の法令の規定による特別

の手続等
―

 

個人情報ファイルの種別

☑法第60条第２項第１号 
　（電算処理ファイル）

□法第60条第２項第２号 
　（マニュアル処理ファイル）

 政令第21条第７項に該当する 
ファイル 
　　　　□有　☑無

 

備　　考

 
 
 
 


